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全世代地域市民会議について(通告) 

初秋の候、貴職におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素

は、三箇地区の発展のため何かとご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、平成２５年度から推進されている全世代地域市民会議に関し、その設置区

域について、平成２４年度において二度の申し入れを行い、更に、今年度において

数次に亘り貴職と協議を重ねて参りましたが、貴職におかれては、「杓子定規に８

つの校区に割るというのではない。校区によってこの地区を真二つに割るというこ

とは決してない。皆さんのご意見を最後まで拝聴しながら決めていきたい。」と、

地区懇談会で市長自らの口で述べられておきながら、市内で唯一、中学校区が大き

く二分されている三箇地区の特殊事情を全く理解されず、また、当自治会の提案に

も全く耳を貸さず、強引に本事業を推し進められている姿は、地方自治の本旨を行

政自らが否定し、地域住民の声を全く無視した暴挙であると言わざるを得ません。 

このため、全世代地域市民会議の設置区域に関する当自治会の提案に対する、平

成２５年８月７日付け、大東自推第３８７号、貴職の回答を受けて、三箇自治会は、

大東市が推進される全世代地域市民会議に関して、次のとおり基本方針を決定した

ので、茲に通告します。 

記 

 

１ 三箇自治会は、中学校区を設置区域として推進される全世代地域市民会議には

参加しない。 

２ 三箇区長は、全世代地域市民会議に係る会議、行事等には一切参加しない。こ

のため、当該会議等の案内を行わないこと 

３ 三箇地区の各団体及び機関の委員には、全世代地域市民会議に係る会議、行事

等には一切参加させない。このため、当該会議等の案内を行わないこと 

４ 青少年指導員の推薦を撤回し、当該委員には、その職を辞させる。 

５ 当自治会からの要望及び協議については、当自治会の申し入れに対する平成２

５年３月１８日付け、大東政第３４４４号【陳情第１１６号】の貴職回答中、「２」

の事項を遵守すること 

６ なお、当自治会は、全世代地域市民会議に関しては、常に門戸を開いているこ

とを申し添えます。 

 

 

 

 

 

この文書は、原本の内容を変えずに複製したものです。 
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